
深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会分科会規程 

 

（趣旨） 

第１条  深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会専門部会設置

規程（以下「規程」という。）第７条の規定に基づき設置する深

谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会分科会（以下「分科会

」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。 

（所掌事務） 

第２条 分科会は、深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会専

門部会の部会長（以下「部会長」という。）の指示を受け、規程

第２条に規定する所掌事務について、個別具体的に調査検討し、

又は調整する。 

（組織） 

第３条  分科会は、別表に定めるとおりとし、深谷市、岡部町、川

本町及び花園町の職員の内から、それぞれ各市町の長が推薦した

者をもって、組織する。 

（分科会長及び副分科会長） 

第４条  分科会に、分科会長及び副分科会長若干人を置く。 

２  分科会長及び副分科会長は、前条に規定する分科会を組織する

者の互選により定める。 

３  分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。 

４  分科会長に事故あるとき又は分科会長が欠けたときは、副分科

会長が分科会長の職務を代理する。 

（会議） 

第５条  分科会の会議は、分科会長が招集する。 

２  会議の議長は、分科会長がこれに当たる。 

３  分科会は、必要に応じて関係する他の分科会と合同で会議を開

催することができる。この場合において、当該会議の議長は、主

たる会議事項となる事務を所管する分科会の分科会長が当たるも

のとする。 



（関係職員等の出席） 

第６条  分科会長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、

説明又は助言を求めることができる。 

（報告） 

第７条  分科会長は、分科会の調査検討及び調整の経過及び結果に

ついて、部会長に報告するものとする。 

（庶務） 

第８条  分科会の庶務は、分科会長が属する市又は町の担当部署が

行う。 

（その他） 

第９条  この規程に定めるもののほか、分科会に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

附  則 

この規程は、平成１６年１２月１日から施行する。 



別表（第３条関係） 

専門部会 分 科 会 

企 画 分 科 会 

財 政 分 科 会 

出 納 分 科 会 

電 算 分 科 会 

企 画 財 政 部 会 

人 権 分 科 会 

総 務 分 科 会 

人 事 給 与 分 科 会 

管 財 分 科 会 

税 務 分 科 会 

広 報 広 聴 分 科 会 

総 務 部 会 

消 防 組 合 分 科 会 

住 民 分 科 会 

国 保 年 金 分 科 会 

環 境 分 科 会 

衛 生 組 合 分 科 会 

住 民 部 会 

斎 場 分 科 会 

社 会 福 祉 分 科 会 

児 童 福 祉 分 科 会 福 祉 部 会 

保 健 分 科 会 

農 業 分 科 会 

農 業 委 員 会 分 科 会 産 業 経 済 部 会 

商 工 観 光 分 科 会 

建 設 分 科 会 

都 市 整 備 分 科 会 建 設 部 会 

下 水 道 分 科 会 

水 道 部 会 水 道 分 科 会 

学 校 教 育 分 科 会 

生 涯 学 習 分 科 会 教 育 部 会 

公民館図書館分科会 

議 会 部 会 議 会 分 科 会 

 


